
（概要）

認定農業者数

　　（うち法人数）

（注１）

（注２）

　「認定農業者数」とは、①農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成し、市町
村から当該改善計画の認定を受けた者の数（240,629経営体）及び②特定農業法人で認定農業者
とみなされている法人の数（36経営体）である。

　法人数は、一戸一法人を含む。

平成 30年 10月 16日
農 林 水 産 省

認定農業者の認定状況（平成30年３月末現在）

（平成30年3月末現在）

30年3月末 29年3月末との差

 平成30年３月末現在の認定農業者の認定状況を取りまとめましたので
お知らせいたします。

　平成30年3月末現在の認定農業者数は、24万665経営体となってお
り、近年はほぼ横ばいとなっています。

　また、認定農業者のうち法人の数は、前年と比べて1,466法人増
加し、2万3,648法人となっています。

240,665 ▲ 1,639

23,648 1,466

形　態



認定農業者数の推移 

資料：農林水産省経営局経営政策課調べ 
 
注：特定農業法人で認定農業者とみなされている法人を含む。 

法人 

非法人 



平成30年3月末現在

　
29年3月末
からの増減

29年3月末
からの増減

北海道 30,146 ▲351 3,229 ＋155 
青森県 9,821 ▲183 423 ＋40 

東 岩手県 6,937 ▲148 634 ＋37 
宮城県 6,481 ＋36 632 ＋80 

　 秋田県 10,263 ▲106 609 ＋33 
北 山形県 10,100 ▲75 484 ＋38 

福島県 7,721 ▲51 539 ＋51 
小計 51,323 ▲527 3,321 ＋279 

茨城県 8,588 ＋138 632 ＋44 
栃木県 8,192 ＋106 393 ＋43 

関 群馬県 4,780 ▲29 547 ＋23 
埼玉県 5,017 ▲15 355 ＋26 
千葉県 6,296 ▲105 642 ＋37 
東京都 1,640 ＋27 21 ＋2 

神奈川県 2,068 ＋1 186 ＋7 
東 山梨県 2,387 ＋76 201 ＋17 

長野県 6,970 ＋87 769 ＋26 
静岡県 5,129 ▲202 453 ＋30 
小計 51,067 ＋84 4,199 ＋255 

新潟県 14,899 ▲32 986 ＋48 
北 富山県 1,659 ＋34 647 ＋55 

石川県 2,217 ＋37 372 ＋24 
陸 福井県 1,242 ＋18 368 ＋27 

小計 20,017 ＋57 2,373 ＋154 
東 岐阜県 2,140 ＋21 527 ＋34 

愛知県 4,479 ▲184 495 ＋18 
海 三重県 2,155 ▲10 421 ＋16 

小計 8,774 ▲173 1,443 ＋68 
滋賀県 2,789 ＋15 517 ＋62 

近 京都府 1,333 ＋44 233 ＋20 
大阪府 998 ▲32 47 ＋4 
兵庫県 2,463 ▲26 361 ＋31 

畿 奈良県 1,009 0 79 ＋1 
和歌山県 2,931 ▲90 69 ＋4 

小計 11,523 ▲89 1,306 ＋122 
鳥取県 1,029 ▲2 213 ＋13 

中 島根県 1,238 ▲6 384 ＋13 
岡山県 3,066 ▲41 379 ＋41 

国 広島県 1,454 ▲12 476 ＋13 
・ 山口県 1,501 ▲20 386 ＋11 
四 徳島県 1,954 ▲32 183 ＋17 

香川県 1,657 ＋13 302 ＋14 
国 愛媛県 4,521 ▲43 353 ＋17 

高知県 2,941 ▲37 165 ＋11 
小計 19,361 ▲180 2,841 ＋150 

福岡県 6,113 ▲5 674 ＋63 
九 佐賀県 3,965 ▲74 251 ＋15 

長崎県 5,648 ▲97 352 ＋27 
熊本県 11,132 ＋84 897 ＋58 
大分県 4,213 ▲74 637 ＋35 

州 宮崎県 7,835 ▲186 756 ＋28 
鹿児島県 8,117 ▲74 1,125 ＋39 

小計 47,023 ▲426 4,692 ＋265 
沖縄県 1,431 ▲34 244 ＋18 

240,665 ▲1,639 23,648 ＋1,466 

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課　経営育成グループ

認定農業者の認定状況

認定農業者

総　　　計

認定農業者数

           03-6744-2143（直通）           

うち法人数

［電話］03-3502-8111（代）　内線5134



平成30年3月末現在

③のうち法人 ③のうち共同申請

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

　 北海道 172 170 30,146 3,229 1,522 732
青森県 40 38 9,821 423 210 341 

東 岩手県 33 33 6,937 634 331 172 
宮城県 33 33 6,481 632 275 252 
秋田県 25 25 10,263 609 70 245 

北 山形県 35 35 10,100 484 178 242 
福島県 58 58 7,721 539 341 237 
小計 224 222 51,323 3,321 1,405 1,489

茨城県 44 44 8,588 632 399 384 
栃木県 25 25 8,192 393 677 276 

関 群馬県 35 34 4,780 547 342 180 
埼玉県 61 61 5,017 355 301 257 
千葉県 53 53 6,296 642 664 289 
東京都 40 40 1,640 21 390 82 

神奈川県 30 29 2,068 186 58 78 
東 山梨県 27 24 2,387 201 100 219 

長野県 77 77 6,970 769 252 336 
静岡県 34 34 5,129 453 334 181 
小計 426 421 51,067 4,199 3,517 2,282

新潟県 29 29 14,899 986 274 426 
北 富山県 15 15 1,659 647 82 84 

石川県 19 19 2,217 372 55 79 
陸 福井県 17 17 1,242 368 262 48 

小計 80 80 20,017 2,373 673 637
東 岐阜県 42 41 2,140 527 21 107 

愛知県 53 52 4,479 495 490 137 
海 三重県 29 28 2,155 421 103 65 

小計 124 121 8,774 1,443 614 309
滋賀県 19 19 2,789 517 25 131 

近 京都府 25 23 1,333 233 24 74 
大阪府 37 32 998 47 4 34 
兵庫県 40 36 2,463 361 47 137 

畿 奈良県 32 30 1,009 79 17 32 
和歌山県 28 27 2,931 69 77 121 

小計 181 167 11,523 1,306 194 529
鳥取県 19 19 1,029 213 80 53 

中 島根県 19 19 1,238 384 33 37 
岡山県 27 27 3,066 379 228 136 

国 広島県 20 19 1,454 476 14 62 
・ 山口県 18 18 1,501 386 49 67 
四 徳島県 24 24 1,954 183 143 105 

香川県 16 16 1,657 302 123 78 
国 愛媛県 20 20 4,521 353 316 183 

高知県 34 34 2,941 165 322 178 
小計 197 196 19,361 2,841 1,308 899

福岡県 57 57 6,113 674 443 210 
九 佐賀県 20 20 3,965 251 271 144 

長崎県 21 21 5,648 352 461 138 
熊本県 45 45 11,132 897 1,893 244 
大分県 17 17 4,213 637 203 150 

州 宮崎県 26 26 7,835 756 611 351 
鹿児島県 43 41 8,117 1,125 390 353 

小計 229 227 47,023 4,692 4,272 1,590
沖縄県 36 33 1,431 244 133 106 
総計 1,669 1,637 240,665 23,648 13,638 8,573 

問い合わせ先：農林水産省経営局経営政策課　経営育成グループ 03-3502-8111（代）　内線5134

03-6744-2143（直通）

注：基本構想策定数は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想を策定した市町村の数をさす。
    認定市町村数は、基本構想に基づき、農業経営改善計画の認定を行っている市町村の数をさす。

基本構想の策定状況及び認定農業者数

基本構想策定
市町村数

認定市町村数 認定農業者数

③のうち29年度（29年
4月～30年3月）中に
新規に認定を受けた
認定農業者数



Ｈ２６年３月 Ｈ２７年３月 Ｈ２８年３月 Ｈ２９年３月 Ｈ３０年３月

35,560 38,600 54,321 57,319 37,263

再認定を受けた者
② 26,826 30,498 44,918 46,048 29,420

再認定を受けなかった者
③ 8,734 8,102 9,403 11,271 7,843

1,808 2,125 2,644 2,794 2,369

8,257 17,569 19,689 10,284 8,573

▲ 2,285 7,342 7,642 ▲ 3,781 ▲ 1,639

75.4% 79.0% 82.7% 80.3% 79.0%

231,101 238,443 246,085 242,304 240,665 

計画期間内に認定農業者
でなくなった者

④

農業経営改善計画期間の終期を迎えた者、同計画期間内に認定農業者でなくなった者及び新規認定者の推移

終期を迎えた者
①

新規認定者
⑤

純増減数
⑤-(③+④)

再認定率
②/①

（参考）認定農業者数

注：計画期間内に認定農業者でなくなった者の数④とは、計画期間内に法人化や死亡もしくは離農・廃業等により認定農業者でなくなった者の数。
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